
令和 5年度第 7 原町区地域協議会H

△
言議録

0開 催 日 令不日5年 11月 21日 (火 )

② 場  所 市役所本庁舎3階第 1会議室

0 会議時間 開始

終了

午後 1時 26分
年後 3時 40分

④ 出席委員 (9人 )

O 欠席委員 (6人 )

O 説明のため出席 した者の氏名

社会福祉課長

社会福祉課社会福祉係長

社会福祉課社会福祉係主査

社会福祉課障がい福祉係長

社会福祉課障がい福祉係福主査

農政課施設整備担当課長

農政課施設調整係長

スポーツ推進課長

スポーツ推進課係長

生涯学習課長

生涯学習課生涯学習係長

教育総務課長

教育総務課総務係長

教育総務課総務係主査

木幡

齋藤

北原

小林

ゆか り

ひ とみ

美紀

英美子

優里

雅之

康明

誠

和身

隆一

誠浩

雄彦

安枢子

徹

池

黒

地

浪

菊

目

菊

戸

佐藤

立谷

石

藤

山

大

加

鹿

鈴木

0 出席した事務局職員

横田 美明  庄司 一弘  高野 良  北原 圭子

0 担当書記

北原 圭子

1

委員  奥村 健郎

委員  志賀 ゆか り

委員  鈴木 洋一

副会長 本間 健一

委員  半谷 員知子

委員  伏見 順栄

会長  平間 勝成

委員  村上 勇一

委員  藤原 ヒロ子

委員  波田野真由美

委員  後藤 悦宏
委員  田中 章広

委員  小野 幸枝

委員  前田 一男

委員  貝塚 大暉



0 本日の会議に付した案件
(1)報告事項

①第4期南相馬市地域福祉計画。第4次南相馬市地域福祉活動計画 (素案)に係る
パブリックコメント手続の実施について            【社会福祉課】

②第7期障がい者計画。第7期障がい福祉計画 。第3期障がい児福祉計画 (素案)

に係るパブリックコメント手続の実施について         【社会福祉課】
③複合型園芸施設整備基本計画 (素案)に係るパブリンクコメント手続の実施につ
いて                              【農政課】

④第4期南相馬市スポーツ推進計画 (素案)に係るパブリンクコメント手続の実施
について                        【スポーン推進課】

⑤第4次南相馬市男女共同参画計画 (素案)に係るパブリックコメント手続の実施
について                          【生涯学習課】

⑥南相馬市第二次教育振興基本計画 (素案)に係るパブリックコメント手続の実施
について                          【教育総務課】

⑩ 会議録署名委員
委員 藤原 ヒロ子 委員 伏見 順栄

1 開会                          午後 1時 26分開始

■原町区地域振興課長

委員の皆様には、お忙 しいところご出席いただきま して誠にあ りがとうございます。

皆様お集ま りいただきましたので、定刻前ではあ りますが、ただいまより令和 5年度

第 7回原町区地域協議会を開会いたします。

2 会長あいさつ

■原町区地域振興課長

はじめに、原町区地域協議会平間勝成会長からご挨拶を頂戴いたします。

◇会長

(会長あいさつ)

3 議事

■原町区地域振興課長

これから議事に入 りますが、これ以降は、会長が座長になり会議の進行をお願いい

たします。     ,

(1)会議録署名人の指名

◇議長

それでは、次第により議事を進めてまいります。
はじめに、会議録署名人の指名ですが、会議録署名人については、名簿順により、

藤原ヒロ子委員と伏見順栄委員の2人にお願いします。
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(2)書記の指名

◇議長

次に、書記の指名ですが、書記は原町区地域振興課北原主事を指名します。

(3)報告事項

◇議長

では次第 3の議事 (3)報告事項の① 「第4期南相馬市地域福祉計画・第 4次南相

馬市地域福祉活動計画 (素案)に係るパブリックコメント手続の実施について」の説

明をお願いします。

■社会福祉課

(説 明)

◇議長
ただ今の説明について、ご意見、ご質問はございますか。

◎村上委員

今回の第 4期の計画は、市と社協が別々だつたところを、連携 していくとい うこと

で、画期的です。地域福祉を兼ねる上で、進んだ状況になつてお り、再犯防止 と後見

制度も入れ込んでいるので、より地域福社が充実 した内容になつていると思います。

◎鈴木委員

大変立派な説明をいただきました。資料が 131ペ ージに及ぶので、 31項 目ほ

ど質問したいので準備 してきました。

パブリンクコメン トを見る人は、極々少ないでしょう。これだけの膨大な資料を

誰 も見ないと思います。また、南相馬チャンネルを活用 していないです。市民に十

分に周知徹底できるような方法を考えていただきたい。その南相馬チャンネルも市

内全域に普及 してないです。普及率 100%を 第一にお願い したい。

■事務局

南相馬チャンネルの普及率 100%と い うご意見をいただきましたが、電波を利用

している関係か ら言いますと、どうしても拾いきれない状況があります。そのために、

電波が入 らないと言 うご意見をいただいた方のご自宅に伺つて、電波の状況を確認 し

ながら、できるだけ電波が入るように、一軒一軒確認をしてお ります。それでも、入

らない地区があ りますので、新 しい機器、塔を設置 して、できるだけ広げる努力をし

てお りますので、ご理解いただきたい と思います。

◎鈴木委員

具体的な完成年度は設けていないのですか。NHKは、視聴料を全家庭からとってい

ます。なぜ NHKが できることを南相馬市でできないのですか。鹿島区でも小高区でも

見る人がいます。同じ原町区でも見えた り、見えなかつた りします。見 られない場合、

各生涯学習センターに DVDを配置 しているからそれを見てくださいとのことですが誰

が交通費をかけて生涯学習センターまで行つて、南相馬チャンネルを見ますか。もう

少 し現実的な取 り組みをしていただかないと、我々市民は納得できません。できるだ
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け早急にと言われても、具体的な目標が無かったら、 10年先か20年先になってし

まいます。市長の任期中にお願いします。

■事務局

電波法の中で、通常の国民全体に姑する電波であるさlHKな どと違い、私ども市で使

える電波は、限られているものがあるので、 100%は 今の技術ではまず無理だと思
つております。今の技術でできるものについては、個別な調整をしながら少しでも増

やしていきます。新たな技術を使ってどのくらいの視聴エリアを広げることができる

か、ということも検討しております。残念ながら、今の時点で、いつまでに100%
にするということは言えませんが、しっかりと拡大をしていく努力をしてまいります。

◎平問会長

計画の 8ページの再犯防止推進計画についてですが、 9ページに 65歳以上が非常

に多い割合を占めていると記入 されています。そ して 109ペ ージにもあり、人数的

に、県も南相馬警察署管内も多いです。課題や原因がありますが 65歳以上 とい うの

は、以前に本間副会長がおっしゃったように、認知症 との関係はないのですか。

■社会福祉課

そ ういつた詳細の分析までは、私たちも正直、資料が手元に無いので、はっきりお

答えできない部分があります。出所 し社会に戻 り、 65歳を過ぎて仕事もなく、家族

もいないとい う状況で、そのまま認知症になつてしま う。また、服役中に高齢になっ

て認知症になる方もいると伺ってお ります。そ ういつた方に対 しては、健康福祉部長

寿福祉課の方で高齢者総合計画を策定 している状況です。そ ういつた高齢者施策 との

連携 とい うのが非常に重要になつてくると捉えています。やは り、全体的に高齢化 し

てお り、罪を犯す方の高齢化 も進んでいます。

◎平間会長

認知症に紺する市の紺策は、相談員のこととか、具体的にどの辺りに記載されてい

るのですか。

■社会福祉課

具体的な対策につきま しては、高齢者担当課の長寿福祉課の高齢者総合計画に詳細

は記載 されると思いますが、地域での孤立や孤独を防ぐことを課題にあげてお り、関

係機関の取 り組み状況などを、この計画の第 4章に盛 り込んでお ります。また、近年、

単身の高齢者が増えてお り、ご自身の財産管理がままならなくなってきている方も増

えています。そのような方たちの成年後見についての計画が、第 6章の成年後見制度

利用促進で、この制度を正 しく理解いただき判断能力が低 くなって しまった方の生活

と財産を守るとい う計画が、この第 6章に記載 されています。

◎志賀委員

地域福祉懇談会を 6月 ごろ各地域で実施 したとのことで、その内容が42ページ

から書いてあります。社会福祉協議会の方が参加 し、出られる人も限られていたと思

いますが、いろいろな方が集ま り地域の中の問題′煮などを話 し合い、多 くの方が共有

できる内容だと思います。なかなか参加できず、直接意見を述べることは難 しいです
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が、周りの話を聞くだけでも、情報の共有ができると思いますので、これからも開催

してほしいです。

また、 102ページの地域包括ケアシステムの充実についてですが、この中の「医

療、介護、予防、住まい、生活支援の五つの要素」で「各団体のネットワーク化によ

り」となつているのですが、この各団体を具体的に教えてください。

■社会福祉課

こちらにつきましても、長寿福祉課で、策定している高齢者総合計画の方にも詳細

は記載されています。高齢者を取り巻く各団体といえば、地域包括支援センター、介

護事業所のケアマネージャーがいる居宅介護支援事業所、当然、イ呆健センターや、そ

こに関わる関係機関の皆様、民間の事業所なども、このネットワークに含まれてくる

と考えます。

◎本間副会長

会長からもお話がありましたが、軽度の認知症での犯罪行為、万引きをしてしまう

ことがあります。本人は全然、万引きをしている意識が無いわけです。立派な功績を

残 した方でも犯罪者になつて しま うことも考えられます。そのようなことがあつたら、

情報共有をして、この方は軽度認知症で万引きをしてしまつたのだなと、わかるよう

な方向づけがあるといいなと感 じます。

数 日前のテ レビで、老人の行方不明者を警察がどのように取 り扱っているかの例を

見ました。軽度でも何キロ先まで行つてしまった り、あるいは何 日も野宿するような

方もいます。これからますます高齢化社会 となる中で、軽度で、一見何でもないよう

に見える方でも、自分がどこにいるのかわか らなくなるとい う可能性があります。新

自由主義経済の中で社会福祉 とい うのは、私は最 も重要だと思つているので、関係機

関が、まず窓口を決めて情報の共有をしてほ しいです。そ うい うことが起きた場合は、

情報共有の中で対応することができればいい と思つています。そこのところの考え方

があればお伺い したいと思います。

■社会福祉課

認知症の問題は南相馬市でも深刻な問題 と捉 えています。 この地域福祉計画は、

地域の中で、そ ういつた孤独な人を孤立させないことも、大変重要 と捉えてお ります。

ただ、行政や社会福祉協議会だけではできない部分があり、また誰一人取 り残さない

とい う SDG sの観点もあ りますので、地域の皆 さん、隣近所の方など地域 ぐるみで取

り組むとい うことを、地域福祉計画の中に盛 り込んでいるところです。犯罪を犯す高

齢者 も、認知症が原因かどうか、判断が難 しい ところもあります。やは り、地域の中

で見守 り、孤立させないことが大事だと思います。今回地域の取 り組み とい う地域福

祉の向上、充実を計画に入れてお ります。各関係方面の取 り組みを強化する上で、担

当課等は、前回の計画にはそこまでは明記は していなかつた、自助、地域での取 り組

みは互助、共助、社会福社協議会そ して行政 とい うことで役割を明確にする内容にな

っています。また、南相馬市は高齢化が他の地域 よりも急速に進んでいる地域でもあ

りますので、重点的に取 り上げたところです。

◎本間副会長

もつと具体的に言つてください。認知症になる前は大変立派な職場、例えば、警察
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官や公務員で、相当な地位にあった人でも認知症になります。その時に一番困るのは、
家族が隠すということです。その家族が安心して相談できる窓日、地域でなくてはだ
めです。相談したい時に、窓口がしっかりする。また警察署もそういうことがあった

場合、しっかり封応していかないと、名誉棄損になったり、家族が大変なことになつ

たりしてしまいます。何とか、そういう場合には、救うような方策もしつかりやるべ

きではないか、という私の意見です。

■社会福祉課

委員がおつしゃる通 り、認矢日症に対 しての具体的な取 り組みは大変重要だと捉えて

います。個別の計画、高齢者総合計画を長寿福祉課で策定 してお ります。具体的な予

防策や対応策、そ ういった詳細については、計画の方で策定されています。地域福祉

計画には、地域で取 り組めるものとして、素案です と77ページに、また介護予防や

認知症予防などの研修会等の開催による基本的な知識の普及 と市民意識の向上につい

ては、担当課が長寿福祉課で、内容については本計画にも盛 り込んでいるところです。

◎村上委員

同じように69ページにも記載がありますが、下に記載のある表の中に認知症サポ
ーター養成講座受講者数があります。目標 250人となつていますが、市で開催して
いますので、参力日していただきたいです。

また、認知症の講習会を南相馬市だけでなく福島県も実施しておりますが、講習を
受ける方が少ないです。

地域みんなで理解しないと、どうしても家族に認知症になった方がいると、家に閉
じ込めておきたい。そうしないと徘徊とかその辺に行つてしまうのではないかと心配
になりますが、昨日、NHKを見ていたら、そういう人も気軽に自分の好きなように出
かけて、出かけても行方不明にならないように、スマホなどで位置情報が確認できる
とか、地域で理解している人が教えてくれるなど予防していくということをやってい

ました。地域で取り組んで行くというのは必要なのだと思います。認知症になっても
自由に動ける、拘束したりしない等をテレビでやっていました。地域で支えることが

必要だと思いました。認知症のサポーターに、是非、参力日していただければと思いま

す。

◎ 本間副会長

市の基本施策 「つなぐ 。よりそ う。いどむ」と二点ありますが、地域協議会最初の

合同会議の中でお話があ りま したが、老人福祉対策で出ていたのは難聴者に対する補

助金の延長、これだけです。他に何もないです。手元に立派な資料があ りますが、よ

り具体的な、例えば今お話があつた、位置情報を掌握する器具の補助などもあればい

いですが、具体性がなく計画だけではだめだと思います。そして警察のことも一つも

出てこないです。先ほどから質問 しているのですが、警察 との協議が話に全然でてこ

ないです。やは り、関係機関の中に警察とはっきり書いた方がいいと思います。

行方不明の捜索活動の窓口は警察です。消防も協力 して、す ぐ姑応 してくれます。

例えば、一晩に四倉まで自転車で行つた方がお りました。 トンネルの中で作んでいた

ところを通報があって帰ることができました。そのように、万引きをした、行方不明

になったなどの時に位置情報を知るための道具もあるのですから、そこまで踏み込ん

でいただきたいです。
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■社会福祉課

先ほど申し上げま したが、関連として、高齢者総合計画を長寿福祉課で策定 してお

ります。高齢者に対する認知症や徘徊高齢者の方への紺応などの具体策については、

より詳 しい対応策が明記 されることになつています。

また、地域福祉計画は、 69ページに地域の見守 り活動の推進 とい う取 り組みの方

針を設けてお り、 71ペ ージの上から6番 目に主な事業に警察を初め関係機関団体と

連携 した高齢者や子 どもの見守 りの取 り組み内容を、簡単ではありますが書いてあり

ます。市では、この上の部分に安心見守 リネ ッ トワークとい う組織があ り、先 日も、

警察署、消防署、関係機関の農協など民間の事業所のみなさまにもお集ま りいただき

ま したが、市の見守 リネ ットワークで、孤独、孤立死を防ぐためにはどうするかとい

う会議を定期的に行つているところです。

簡単ではありますが、地域福祉計画の中に、こういつた取 り組みはどこでするのか

とい う内容を明記 してお ります。さらに、高齢者施策であれば高齢者総合計画に詳細

を明記する、また、障がい者は障がい者計画に具体策を明記するとい うことで計画を

進めています。

◇議長

鈴木委員より、 31項 目の質問事項がありますので、これは、文書等で答えられる

範囲で結構ですから、私の方から鈴木委員に回答したいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

◇議長

その他、ご意見ご質問がなければ、報告事項①「第4期南相馬市地域福祉計画 。第

4次南相馬市地域福祉活動計画 (素案)に係るパブリックコメント手続の実施につい

て」を終ります。

続きまして、報告事項②「第7期障がい者計画 。第7期障がい福祉計画 。第3期障

がい児福祉計画 (素案)に係るパブリックコメント手続の実施について」担当課から

説明をお願いします。

■社会福祉課

(説 明)

◇議長
只今の説明に関して、何かご意見ご質問等があればお願い致します。

◎村上委員

社会の中で、障がい者に対する虐待などいろいろありますが、そこも含めての障

がいに関連する計画で、詳しく目を通すことができませんでしたが、障がい者の誰

もが支えあつていく、生活するということ自体は福祉計画と同じ内容となつている

と思いますので、いろいろな視点で障がい者が生きやすい計画の目標になつていま

すので、それに沿つて進んでほしいです。

また、先ほど鈴木委員の方からPDCAと いうのはどうなつているのか、という話が

ありました。PDCAは現状を把握し、それをもつて計画を立て、また新たな計画を作

つていくというような、PDCAサイクルでやつていくということですので、こういう
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計画では、悪いものについては直 していく方向になっていますので、問題だと思 う

ことはご指摘いただいて、次回の計画に反映 し、よりよい生活ができるようになっ

てほしいと思います。

◎奥村委員

今回の第 7期障がい福祉計画ですが、 3年 とい う形です。 しかし先ほどの地域福祉

計画は第 3期で 4年間、第 4期に関しては 6年間になっています。

また、上位計画である市の総合計画は、 8年間と書いてありますが、そこの整合性

が取れないのではないかと思います。特に、先ほどの説明で地域福祉計画を 4年だつ

たものを 6年に延長 し、高齢者総合計画・障がい福祉計画等の 3年 と計画策定時期が

合致 します。その方針の中で、 4年 とい うのを見直 したと思いますが、その整合性に

ついてどうなのか、確認 したいと思います。

■社会福祉課

今回の障がい福祉計画、障がい児福祉計画は、国で 3年ごとに定めるとい う決ま り

を示 してお り、この計画は、 3年 とい うことで進めてお ります。総合計画 とは少 しず

れてしまいますが、総合計画を上位計画として、整合性を取 りながら、定められた期

間内で進めてお ります。

先ほどの地域福祉計画の策定期間ですが、地域福祉計画の資料に戻 ります と、素案
の 3ページに計画期間を詳細に、関連計画の計画期間との比較を載せてお ります。地

域福祉計画の計画期間は、国では概ね 5年 としてお り、 5年にするのか、短 くするか

長 くするかとい うところは、地域の実情に応 じて、とい うことになってお ります。前

計画は、 4年でしたが、今の計画につきましては、策定年が障がい福祉計画、高齢者

総合計画が 3年で、地域福祉計画が 3年ではスパンが短すぎるのではないかとの意見

もあ ります。ただ関連計画ですので、策定年を、次の障がい福祉計画、高齢者総合計

画の二期分を地域福祉計画は一期 とし、次の見直 しを同じ時期にやるとい うことで、

今回 6年にしたとい う経緯があります。総合計画 とのずれは、先ほど申したとお りで

す。

◎奥村委員

市民か ら見た場合、 どうしても 1年遅れのずれた計画は大変わか りにくいです。

特に総合計画の下にあつて、上位的な部分が福祉計画、その下にぶ ら下がつていると

い うことで、先ほどPDCAの話もありましたけども、見直すためにも 3年i3年、 6年
で回していくことが妥当だと思います。 5年前後ではなく、PDCAを回すためにも、計

画年数は大事だと思いますので、市として、しっか りしたスタンスで、今後取 り組ん

でほしいと思います。

■社会福祉課

委員がおっしゃる通 りで、今回の地域福祉活動計画につきまして、関連計画 との

整合性を今後も取つていく必要があり、評価の部分も同じタイ ミングで行 う必要が

あると思います。 2期分にはな りますが、評価は毎年行つていき、最後、策定の見

直 しとい うタイ ミングで、より関連の深い計画を、今後も策定 していくべきと考え

てお ります。
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◇議長

その他、ご意見ご質問がなければ、以上で② 「第 7期障がい者計画 。第 7期障がい

福祉計画 。第 3期障がい児福祉計画 (素案)に係るパブリックコメント手続の実施に

ついて」の報告事項を終ります。

続きまして、報告事項③ 「複合型園芸施設整備基本計画 (素木安)に係るパブリック

コメント手続の実施について」担当課から説明をお願いします。

■農政課

(説 明)

◇議長

只今の説明に関して、何かご意見ご質問等があればお願い致します。

◎奥村委員

前回の協議会の中で、イノベ政策課から農業学校 とい う話があり、あまり情報がな

く、委員の方からもそ ういつた指摘がありま した。今回、この川房の計画についても

ですが、私も農業に従事 している人間としてあま り情報がないと感 じています。

すでに小高区に園芸団地が整備 されていていますが、今回の苗の供給エ リアとして、

農業学校は、供給 されるエ リア内かと思いますが、そのエ リアは小高区あるいは市内

全体を視野に入れているとい うことですか。

また、農協や、地元小高でもキュウリなどの野菜の苗作 りしていますが、それ らの

苗の供給が間に合わないなどとい うことがあ り、このような整備計画があがつてきた

のか、聞かせて下さい。

■農政課

まず、この計画ですが、新たに小高で営農していただきたいのは、既存の施設が足

りないからではなく、新たにここで農業していただく、またここの管理運営者に営農

していただく形で、苗の供給を考えております。よつて、これで終わりというわけで

はなく、将来的に小高区全域、南相馬市全域という流れに持つていければという考え

であり、一つのきっかけ作りとしての整備でございます。

◎奥村委員

大体はわか りました。また、この敷地は 2万 6千平米 とありますが、施設そのもの

は 6千平米 ぐらいです。残 りの区画も施設、ハ ウス等を逐次計画をしていくのでしょ

うか。川房地区は広 く、もともと酪農地域ですので、今後酪農なども手上げ方式的で

やる方向性でよろしいですか。

■農政課

新たな施設の建設は考えておりませんが、それに伴う農地、圃場整備その他、農地

を活用したいと、手を挙げていただく方には何らかの形での支援はできると考えてお

ります。

◎奥村委員

具体的な苗の供給についてですが、品種のことなど明記 されてないですが、野菜
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だけでなく花や花井類もやるのかどうか、お伺い したいと思います。

■農政課

今の計画の予定ですと、苗は葉物でキャベツやレタスとかを考えております。しか

し、生産者のご要望があれば、できる範囲で要望に沿いながら整備していきたいと考
えております。

◎奥村委員

苗関係ですが、今年はキュウリ苗の供給がうまくいかなかったという話も聞きます。
しかし、来年度は本格的に小高区の施設のメガハウスで栽培しますが、今の話です

と葉物栽培ということで、キュウリは入つてないということでいいですか。

■農政課

キュウリの苗につきましては、どうしても接ぎ木 とい うものになって しまいますの

で、今の段階では、接ぎ本ではなく種を蒔いて葉つぱになるものと考えてお ります。

◎半谷委員

器 とい うか施設は造っても、結局、働 く人がいるのかどうかです。市から園芸団地

の話をいただき、農協が運営をしていますが、本当に働 く人がいません。小高区の方

が働いてくれるのか、と思つていましたが、ほとんどが原町区の方で、何 とか運営 し

ている状態です。小高区で農業、営農の再開をするとい うことですが、地元の方々が

意欲的に働いてくれるのかどうか疑間です。人材をどこから公募するのか、お聞きし

たいです。

■農政課

おつしゃる通 り、小高区のキュウリの施設、園芸施設なども実情的には、小高区で

はなく、区外から来て働いているとい うことも聞いてお ります。今回の園芸施設 も、

最初は、小高区以外の方も多いと思います。長い日で見て、将来的には小高区に住ん

でいる方、もしくは、小高区に住まいを設けて働いていただける方を積極的に雇用 し

ていきたいと考えてお ります。

◎半谷委員

今月の 15日 の農業委員会の定例総会で、鳩原地区に農業学校を立ちあげるという

話がありました。年間35万ぐらいの学費で農業人を育てるということですが、それ
とこちらの募集は関連がありますか。

■農政課

鳩原地区の学校整備 と、こちらの整備計画については、今は、 リンクはしていない

状態です。ただ、そこで学んだ方が、卒業後に就職をした り、周 りで営農 してほしい

とい う思いはあります。

◎半谷委員

幅広く応募するというか、来てくれることを願 うばかりです。
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◎本間委員
二つほどお聞きしたいのですが、一つはこの予算についてです。農業の性質として

は、50億、51億で、しかも設計費も必要と聞きます。この予算が一般会計なのか

どうなのか。

もう一つは、苗の生産をするという表現がありますが、具体的な生産苗の計画があ

ると思います。例えば、私の近くでは、ネギの生産会社が作っておりますが、包装ま

で全部機械化です。どこで苗の生産をしているか聞いたのですが、山形で生産されて

いるということです。ブロッコリーやキャベツなどの苗まで育てる計画があるのかお

聞きします。

■農政課

一つ 目の財源につきましては、福島再生加速化交付金を活用 しての整備計画です。

二つ 目の苗の計画については、今のところ葉物で、メインはレタスやキャベツを考

えています。将来については、先ほどの複合型園芸施設の整備計画の経緯の解決の方

向性の 2番 目です。実際の野菜は、遠方から来れば当然 リスクを伴いますので、そ う

い うことも協議をしながら、できれば近 くから、要望に沿つた形で整備 していくこと

を考えてお ります。

◎鈴木委員

基本計画の中で、雇用を予定 している人数が明示されていないです。何人ぐらいの

雇用創出にするのか教えていただきたいとい うのが一点。

二,点 日ですが、主な販路については、大手飲食店、小売店など、競合する相手が多

いです。そこに、カット野菜などの品質、数量を安定的に納入できるだけの見通 しを、

運営事業者にすべて任せるのですか。また、製品を確認 してカッ ト野菜を作るのは、

かな り高度な知識を要すると思います。み らい農業学校で一年間学んだだけでは対応

できないと思います。 52億 もの巨額の投資をして満足な収益が得 られなければ、農

政課の汚点 として何年も残 ります。まだ始まるまで、年数がありますから、計画を詰

めてください。

苗については、四倉に トマ トの団地があり、供給 している会社が茨城にあります。

旬の広場に野菜を出荷 している人たちも、既に見学・研修に行つています。農業委員

会や、み らい農業学校など、言葉はいいですが、そ うい う研修の実績も無い人たちが

営農をして果たして成果があるのか、とても不安なので、その辺を詰めてください。

これはお願いです。質問ではあ りません。

■農政課

まず、一番目の質問の雇用の人数については、この計画素案の 15ページの上から

約 5。 6行 日のところで、約 60名 の雇用を予定しております。

続きまして、大手販路については、名前を挙げさせていただければ、ファミリーレ

ス トランのサイゼジア、コンビニのセブンイレブンを予定しております。

二番目のご意見に関しましては、先進地や今ある施設に研修に行かせていただいた

ところもあり、農業学校の卒業生がすぐ働くという計画では無く、既に実績のある方

に働いていただくことが基本になつており、将来的には卒業生なども就職していただ

くこともあるかとは思います。
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◎村上委員

施設の運営についてですが、施設の運営事業者は、農業用施設等貸付選定委員会に

諮 り決定するとい うことですが、こちらは一社ですか。一つの団体か、複数の団体な

のか、教えてください。

■農政課

今、計画を考えているのは、一社です。

◇議長

その他、ご意見ご質問がなければ、以上で③ 「複合型園芸施設整備基本計画 (素案)

に係るパブリンクコメント手続の実施について」の報告事項を終ります。

続きまして、報告事項④ 「第 4期南相馬市スポーツ推進計画 (素案)に係るパブリ

ックコメント手続の実施について」担当課から説明をお願いします。

■スポーツ推進課

(説 明)

◇議長

只今の説明に関して、何かご意見ご質問等があればお願い致します。

◎平間会長

私の方から一ついいですか、当市内の小中学生の肥満児 とい うのは、どれ くらいの

割合でいるか、把握 しているでしょうか。

■スポーツ推進課

資料の 4の 3、 こちらが計画素案の全体版 となってお ります。 12ペ ージをご覧く

ださい。子 どもの体力運動能力 とい う形で、調査の結果をまとめてあ ります。その下

③子どもの体格 (肥満度)と いう形で、小学校 5年生、中学校 2年生を紺象にした調
査で、次ページ13ページの方にその結果が出ています。南相馬市の状況、福島県の

状況、全国の状況を比較したグラフが4に掲載されています。小学校 5年生男子です
と、若千、県の平均よりも上回つており、女子でも、県平均全国平均を上回つている

状況です。若千ですが、国や県と比べても、肥満率は南相馬市は多い状況となつてお

ります。

◎平間会長

その関連で質問ですが、子 どもたちの目指す姿、色付きの最初のページの子 どもの

一番下の市の主な取 り組みで、学校運動部活動への支援、スポーツ少年団の活動の支

援とい うのがあります。南相馬市はスポーツ少年団が非常に活発で、多くで好成績を

上げていると思いますが、学校の運動部は、相馬市に比べると、新聞にもテレビにも

出てこないです。この部活動への学校の支援は、社会人に指導 してもらうなどあるよ

うですが、具体的な市の支援はどうなっているので しょうか。

■スポーツ推進課

こちらにつきましては、素案の全体版、資料 4の 3の、 41ページ42ページをご
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覧ください。こちらに、子どものスポーツの推進という部分を掲げさせていただいて

おります。先ほどありました中学校部活動に紺する支援といたしましては、資料の4

2ページ、上から4番 目の「中学校部活動指導員の配置について」で部活動に対する

外部指導員を配置している状況です。現状はまだ、外部講師が少ない状況であります

が、令和 9年度の目標として一人でも多くの方に、都活動に外部講師を配置していた

だくことにより、競技力の向上に繁がればと思います。

◎平間会長
スポーツ少年団というのは、小学生までですか。中学生でも入れるとのことですが、

中学生になるとめっきり勉強が忙しくなり、運動をしなくなつてしまい、肥満度が高

くなっていくようです。小学校までの運動が中学校まで繁がったとしても、それが高

校に行つて、例えば、地元の高校の野球部なども人数が少なくてよその学校と合同チ

ームを組むという現象が生まれています。やはり、子どもたちの運動が、繁がりづら

く、スポーンをしなくなつてしまうのではないかと思いますが、市として危機感は持

つているのでしょうか。

■スポーツ推進課

子 どもの運動の継続が、今、一番の課題 となつてお ります。 10年 前 と比べると、

スポーンを続けるお子 さんはかな り減少 してお り、スポーツ指導者についても、減つ

ている状況です。これ らの底上げをしなが ら、子 どもたちを指導できる体制、安定的

に運営できる体制づくりができるよう進めていきたいと考えてお ります。

もう一つは、競技を小学校で一生懸命やっていたのに、中学校や高校でやめて しま

うお子 さんもいらっしゃいます。そ うい う中で、なるべ く生涯を通 じて楽 しめるスポ

ーツを、今回のこの計画に盛 り込んでお り、スポーツ推進を図つていきたいと考えて

お ります。

◎藤原委員

41ページの野馬追の里健康マラノン大会・ ウォーキング大会について、参加人数

が書いてありますが、それを増やすのはどうしたらいいか、ヤヽろいろな方に聞いてみ

ま した。 ウォーキングだけの参加では、もの足 りないとい う人が多いですが、マラン

ンでは、女性 40歳以上で 5キ ロメー トルのコースを 35分以内で走るのは、ハー ド

ルが高いと思います。そのような方に、一部の市町村では 3キ ロメー トルコースがあ

るようです。今後、南相馬市でも新 しく取 り入れる考えはないで しょうか、

■スポーツ推進課

マラノン大会の参加種 目の部分かと思われます。まさしく、来月、大会を控えてい

る状況で、準備を進めているところです。参加種 目やコースにつきま しては、陸上競

技団体の南相馬市陸上競技協会の方 と連携を図 りながら安全面や参加者の動向などを

考えて進めている状況です。今の意見につきましては、市か ら陸上競技協会の方に、

こういつた意見があつた とい うことで、共有 させていただくとともに、参加者の増加

の見込み となる部分について、今後、検討 していきます。

◎鈴木委員

震災前に、東北電力か ら南相馬市に寄贈 されたグリーンパークとい うスポーツ施
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設がありますがご存 じですか。

■スポーツ推進課

市の施設ではありません。金沢地区に寄贈されたものだと思います。

◎鈴木委員

いいえ、金沢は全 く関係ないです。

震災直後の時の市長は、グリーンパークの跡地の利用については地元住民の意向

を尊重 しなが ら検討 していくと答えています。 これは公有財産課か都市計画課の所轄

かわからないですが、キャンプ場を作つたらどうかとい う話もしています。具体的に、

北泉海浜総合公園の運営についての検討委員も公募 しました。私 も応募 しましたが落

ちてしまいま した。ですので、あれは金沢地区のものではありません。北泉の住民と

しては、いつまでも雑草だらけにしてほしくありません。競技型のスポーツ施設では

なく、地域住民が楽 しめる海浜公園と一体化 した、スポーツ運動施設を早急に作つて

いただきたい、とい うのが地元の要望です。ただ、いくら要望 しても、市のものでは

ありませんとい う返答 しか返ってこないので、公有財産課や都市計画課 と情報の共有

をし、計画だけでもいいですから早急に見通 しを示 してほしいと思います。

また、今、オ リンピックの種 目になっているスケー トボー ドを、市で作った慰霊碑
の外側の舗装で、子 どもたちがやっています。オ リンピックの競技にもなっている種

目の練習場所 も無いようなことでは困 ります。競技人 口の育成 とい うことを含めて新
しいスポーンについても、どんどん取 り入れていただきたいとい う要望です。回答は

要 りません。

◎本間副会長

県内の高校で、田村高校には体育科があります。実は私の孫 もそこを卒業 している
のですが、県大会で優勝するような高度な技術を身につけるだけでなく、生活全般、

社会性も身につき、素晴らしいことだと感 じています。南相馬市は、鹿島、小高と合

併 して、県内有数の市になったのですから、体育科を市内の高校に新設 してもらうよ

う働きかけたらいかがですか。これ要望です。こうい う話は今まで出なかったですか。

田村高校体育科の評価をどう考えているかも含めてお答えいただきたいです。

■スポーツ推進課
スポーツ推進課の答えられる範疇を超えており、また、高校につきましては県の

範疇です。確かに今、南相馬市の小中学生ですばらしい成績を上げた生徒が、地元
ではなく、特化した学校に進んでいるということもありますので、実態を調査しな
がら、まずは現状を確認させていただきたいと思います。

◎平間会長

少子化ですか ら、だんだん高校数 も少なくなってきて、これ以上増やすことが難 し

いと思います。私の感想ですが、スポーツ科だけとい うのは難 しいような気が します。

お聞きしたいですが、高見町のサンカー場は、使用 しているのですか。

■スポーツ推進課

サッカー場については、運営 してお ります。利用できる状態です。
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◎平間会長

もう一点、サンライフ南相馬に トレーニングルームがあ り、多くの方が利用 してい

ますが、最近は、時間制で 1時間過ぎたら、終わってくださいとな ります。それだけ

利用者が多いのですか ら、もつと施設を拡充 させてほしいです。運動するため トレー

ニングルームを使いたいと思つている高齢者などが多いと思います。

◎藤原委員

詳 しくはわか りませんが、サンライフで 1時間 トレーニングしてから、ゆらっとに

行つて トレーニングしている方もいるようです。

■生涯学習課

原町区生涯学習センター・サンライフ南相馬の施設につきましては、コロナの関係

があり、1回 1時間の使用とし人数を絞った形で入れ替えをしながら、皆さんに利用

いただいている現状です。やはり3密にならないようにということで、防止を兼ねて

施設運用していますが、 5類になつたので、今後、使用方法について十分検討してい

く必要があると思つているところです。

◎村上委員

世界大会 とか国際大会もあるサーフィンは、こうい う公共の施設を使わずにできる

ものですが、支援はしているので しょうか。

■スポーツ推進課

今の質問については、サーフィン大会に限らず、スポーツ大会で上位大会に進む場

合は、その選手に対 して激励金 とい う形で支援 してお ります。

◎村上委員

育成 とい う形で、地元の小 。中学生など、子 どもたちに支援する、大会に行 く前の

支援はやつているのでしょうか。

■スポーツ推進課

あくまでも大会に行つてか らの支援です。大会に行 く前の支援は、例えば指導者に

よる指導やスポーツ少年団の活動などを通 じ、競技力向上に努めるものに封 して支援

している状況です。

◎村上委員

参考に、スポーツ少年団にサーフィンは、あるのですか。

■スポーン推進課

サーフィンは、今は無い状態です。

◎鈴木委員

地元ですので、村上委員の質問の参考になればとお話 しします。サーフィン連盟の

県の会長は小高区の人です。南相馬市の室原 さんです。実は、私が区長の時にサーフ

ツー リズム協議会が設立されました。北泉の区長イコール南相馬市サーフツー リズム
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協議会の副会長 とい う役職を仰せつか りました。その後、一回も会議は無いです。子

どもたちに対 して、サーフィン教室をやっています。 これは広報 とかチラシが入 りま

す。小学生 とか中学生向けにサーフィンを教えていますが、サーフィン大会に出られ

るほどの、指導がなされていないのが、現状だと思います。

◎平間会長

もう一つだけいいですか。何かスポーツの合宿に補助が出るということですが、教
えてください。

■スポーン推進課

スポーツ合宿については、今年の 7月 から制度設計 し、開始 したところです。市外
のスポーツ団体が、来 られた場合に、宿泊費を一泊 2千円と3千円とい う形で助成を

してお ります。 3千円助成 とは、市外から来てもらった団体 と市内の団体 と交流を兼

ねて合宿する場合は、一泊あた り3千円とい う形で支援 している状況です。今の傾向

を見ます と、学校やスポーツ少年団同士の繁が りを通 じて、スポーツ交流人 口を増や

していける段階に来ていると考えてお ります。

◎平間会長

なかなかいい制度だと思います。それを富岡町の様に合宿の町に広げていって、合

宿の町南相馬 として全国からここに集ま り、交流人 口が増えていけばいいと思います。

大変素晴 らしい取 り組みだと思いました。

◎伏見委員

スポーンに関しては、あま り私は得意な方ではありませんが、あらゆる面で子 ども
の成長には欠かせないものですから、クラブとか補助制度を通 じて、より多くの子 ど

もたちに体力をつけてもらうことは必要だと思います。 さらには世界に通用するする

ような選手に育て上げられるようになれば最高です。先ほど会長がお話 ししていたよ

うに、どの学年見てもメタボが多いので、健康面も踏まえてできるだけ多 くの方がス

ポーンに関われるようになってほしいと思います。

◇議長
その他、ご意見ご質問がなければ、以上で④「第4期南相馬市スポーツ推進計画
(素案)に係るパブリックコメント手続の実施について」の報告事項を終ります。
続きまして、報告事項⑤「第4次南相馬市男女共同参画計画 (素案)に係るパブ

リックコメント手続の実施について」担当課から説明をお願いします。

■生涯学習課

(説 明)

◇議長

只今の説明に関して、何かご意見ご質問等があればお願い致します。

◎志賀委員

私は南相馬市になる前の原町市の時に、男女共同参画委員で した。委員会が始まっ
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たばか りの時に委員で参力日させていただきま した。 30年位前です。そのころと変わ

った部分があります。 ジェンダーや男女平等に関して身近になってきて、いまさら男

女共同参画計画に入れて考えるようなことでもないのかとい う感 じもします。基本理

念が 「すべての人が性別にかかわ りなく、個性 と能力を自分 らしく発揮できるまち」

となっています。これが最初からの理念 としていることだと思います。一貫 してずつ

と変わつていないのは、例えば、男の人でも女の人でも、自分の個性を生かした生活

や仕事が、子 どもたちも影響 してくるので、男女がどうこうとは関係がなく、それぞ

れにきちんと自分の役割を果たすことが大事だ と感 じるので、男性 も女性 も考え方が

変わつてきていると思つています。一方で、根本的に変わっていない部分もたくさん

あるとも感 じています。 この理念は非常にいいと思います。

■生涯学習課

今、委員がおつしやつたような、男女が性別に関わ りなく、ジェンダーの方も気楽

に生活できるようなまちを目指 して進めてまい りたいと思います。

■生涯学習課

関連ですが、資料 5の 3の 19ページをご覧いただきたいと思います。市民に男女

の平等化についてアンケー トをコ文つた結果、まだまだ男性が優遇 されている、どちら

かといえば男性が優遇 されている。の合計が社会通念、終期、慣習、しきた りで 68
3%、 社会全体で 64.5%と なつてお り、 60%の 方がまだ、こうした社会分野で

男性が優位であると感 じている方が多いとい う結果がございます。まだまだ固定概念

が残つている状況があるのだろうと思つています。

◎平間会長

関連で、 17ページの労働力ですが、全国と南相馬市は同じ様な傾向です。 25
歳から29歳、30歳から34歳にかけ女性の労働力が低下します。この原因を私

なりに推測すると、子育て世代です。これは女性が子育てのために仕事に行けないと

いうことだと思います。これは全国でも課題ですが、南相馬市では子育て世代に姑し

て、例えば、子どもを見守るところや、具体的なものが足りないのではないですか。

だから仕事を辞めざるを得ないのではないかと思います。これがこのままグラフが男

性のように山なりになっていくと、かなり女性の労働力というのはこの25歳から3

4歳 というのが一番働き盛 りです。ここの労働力がガクンと減つているところが、男

は働く、女は家庭という概念がまだ強いです。そのためのネックは子育てだと思いま

すが、その子育てに対する支援というのは、市として具体的にどのようなことを考え

ていますか。

■生涯学習課

資料の40ページと41ページをご覧ください。まず子育て支援の充実、保育

サービスに関しましては、こども家庭課等で、事業を推進していくという形になつ

ています。また、子育て応援情報交流の充実ということで、ウェブサイ トに関しても、

子育てに関する情報共有等を行つていきます。また、家庭、児童相談の充実というこ

とで、子ども家庭総合支援J夕と点と母子健康包括センターが連携し、保護者への切れ日

のない支援の充実に向けた姑応を予定しております。また、妊娠出産育児に対する支

援、体制の充実のため、これに関しましては不安軽減を図るために総合的な支援を行
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つております。また、地域における子育て支援の促進といたしましては、ファミリー

サポー トセンター等で事業を推進しています。また、地域の子育てサポー ト体制の充
実ということで、子育て応援基金の助成事業や子育て応援情報交流事業の実施等で、
子育て家庭同士の交流促進、子育て支援団体と連携しながらサポー ト体制の充実を図
つております。

そのほか、子育て各種、家庭教育講座等の推進ということで、子どもの基本的な生

活習慣や生活能力を学ぶ機会を支援するため、家庭教育推進事業を小学校、サークル、
企業、幼稚園へ周知していくことで経費の一部を市で負担し、さまざまな事業を展開
しております。

■生涯学習課

若千補足させていただきます。 40ページの現状 と課題に、先ほど会長 より問題意

識 として意見をいただきました女性の 25歳から29歳、 30歳から34歳にかけて

M字を描いているとい うところについて、分析 した結果は、この期間で結婚・出産・

育児による離職が影響 しているとい うことを我々も分析をしてお り、問題意識は一緒

だと考えています。こうした子育て期においても、女性が離職せずに働き続けること

ができる環境作 りが必要だと考えています。

◎平問会長

私 も付け加 えますが、やは りこの計画は計画にすぎません。実際はどうなつてい

るかアンケー トをみると、サポー トを利用 しているかといえば、現状は、あま り利

用 してお りません。家庭でお母 さんが仕事を辞めて子 どもを見るとい うのが現状です。

支援 とは、心の支援だけでなく、やは り金銭面の支援、経済的な支援が必要です。も
つと保育所を拡大 して、認定外のイ呆育所や児童館を増やす とか、時間延長などを図る

とか、なるべ く女性の方が働きやすい環境を作ることが必要だと感 じています。お題

目はわか りますが、具体的にどこに人的配置をしているとか、こうい う施設がありま

す とい うことも、具体的に出てくればわかると思います。

■生涯学習課

この男女共同参画計画の推進 に向けては、究極的には全ての関係部署が横断

的に取 り組まなければいけないものです。 さまざま課題が出てくるのも当然かと思い

ます。そ うした中で 55ページから56ページに成果指標一覧がありますが、今後、

基本 目標に対 して、何を課題 として、 日標をどこにお置き、各課で取 り組んでいくか

をまとめたものが成果指標です。これが全てではありませんが、担当課 と協議をし、

確認をした上で、載せています。 これ らを中心にしながら、男女共同参画に向けた分

野を横断的に取 り組みたいと考えています。今後、 4年間の計画ですので、次期の改

定期に4年間の総括評価をし、新たな施策の展開等も加えながら考えて行きたいと思
います。 さまざまな課題がありますが、この成果指標に盛 り込まれている課題を十分
に評価 しながら取 り組んで行きたいと思います。

◎村上委員

参考までですが、市の職場同士で結婚 した方がいて、ある程度、課長など役職に
つくと二人でいられなくなり、奥様は辞めて しまった りする傾向があると聞きます。

子育てに関係なく、定年間近で辞めてしま うことがあるなら、職場から、市役所から
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変えていかないといけないと思います。そ うい う慣例は無くした方がいいと思います。

■生涯学習課

今後、女性の管理職 とい うのも総務課の方で推進 してお りますので、そのような

対応をしていきたいと考えてお ります。

◎志賀委員
一点だけお願いです。国の推進事業に関しては、市の中だけで一生懸命やってい

る感じがします。実際に離職が多いというのは、企業側にもある程度の問題があると

思います。女性が離職しなくてもいいように、市がもつと推進し、女性が辞めずに済

むように各企業にも働きかけをしてほしいと思つております。

■生涯学習課

子育てがよりよくできるよう、離職率の低下とい うことで、育児に関して応援

している企業も増えている状況です。とは言いながらも、まだまだ市内においては育

休もなかなか取れなくて困つているという話を聞きます。また、仕事が忙しくて、休

める状況ではないというような会社の都合もあれば、仕事に対する向き合い方で悩ん

でいる方もいらつしゃいますので、それに関しては、今後、企業、事業所等と連携し

ながら、育児休暇を取得するということも踏まえて周知を進めたいと思います。

◎鈴木委員

男女共同参画計画 (素案)概要版の 4ページを見ま した。大変素晴 らしいと思い

ます。今までの資料 も4ページぐらいで出していただければよかつたと思います。委

員会の提出資料は、A4で 4ページくらいの資料にまとめられるように。こんな 16
0ページや 300ペ ージもあつては大学の一年分の講義の量より多いです。男女共同

参画計画 (素案)概要版は大変素晴らしい資料ですか ら、これを共有 して、次回から

生かしてください。素晴 らしいと思います。

◇議長

その他、ご意見ご質問がなければ、以上で⑤ 「第 4次南相馬市男女共同参画計画

(素案)に係るパブリックコメン ト手続の実施について」の報告事項を終 ります。

続きまして、報告事項⑥ 「南相馬市第二次教育振興基本計画 (素案)に係るパブリ

ンクコメント手続の実施について」担当課から説明をお願いします。

■教育総務課

(説 明)

◇議長

只今の説明に関して、何かご意見ご質問等があればお願い致します。

◎鈴木委員

直接的なことではないですが、パブ リックコメン トの期間について。今回は 6案
件あり、ほとんどが 12月 1日 から24日 です。一つの案件をまとめてくるだけでも

何 日もかか ります。 こんな分厚い資料に目を通 さないで無責任なことは書けません。

これは調整 していただいて、 1週 間くらいずつず らす とか、何か方法がないですか。
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ただパブ リックコメン トをやったとい うだけのものになって、 「仏を作つて魂を入れ

ず」 と同じで、その効果を期待 しないで、ただやっているだけ、と取 られて しまいま

す。せめて概要版をそれぞれ一案件A4で 4ページ、 6つあったら24ページぐらい

にし、そ してパブ リックコメン トの時期をず らす。そ ういつた配慮がない と、市民の

声を市政に反映することができないと思います。アンケー トの結果がこうです と言わ

れても、これは年代別 とか性別 とかそ ういつたものによって全 く違 う結果が出て くる

と思います。市のすることは、信用にかかわ りますから、きちんとしたことをやって

ほしいです。市民と役所が一体 となってまちづ くりをするような、まちづ くりのため

の協議会だと私は思つています。蛇足ですが、皆さんいかがですか。

■事務局

今回6件のパブリックコメントの報告手続きに関する案件があります。来年度に実
施することに対し、市民の皆さんから意見を聴取した後に、市の内部の協議を進める
ため、 11月 中に集中してしまったということはあつたと思います。なるべく時期を

同じくせず、パブリックコメントが重ならないようにとは思つているのですが、令和
6年度から始まる計画について時期が重なってしまったということで、委員の皆様に
は大変ご迷惑をおかけしたと思つております。何か具体的にどうしたらいいのかと言
われますと、今のところなかなか難しいところではあります。年間スケジュールの中
でどうしても来年度に向けてということで、時期が重なってしまい大変申し訳ありま
せんがご理解をいただきたいと思います。

◎鈴木委員
コミュニティ推進課の課長は、全部に目を通 されていますか。

■事務局

はい。私どもの方で目を通しています。先ほどの担当の方からお話させていただき
ましたが、一方で、鈴木委員の方からお話をいただいた内容については、大変ごもつ

ともだと思います。こういったパブリックコメントについては、市政赤力日の一つと理

解しておりますので、資料の作り方一つにしても、先ほどお話しいただいたような、
概要版の作り方、あるいは、こういつた渋滞を起こさないような計画の計画策定の進
め方、そういった部分も十分考慮させていただきながら今後進めていきたいと思いま

す。

◎平間会長

私か ら一点、基本 目標、学校教育分野の水色の部分を読んでいきます と、 「強み

を伸ばし」とい う表現があ りますが、具体的では無いです。ここは個性ではだめなの

ですか。何か 「強み」にこだわったところがあるのですか。

■教育総務課
「強み」 とい うところが 「個性」ではどうなのかとい うところですが、例 えば、

余 り勉強が好きではないけれ ど運動が好きだ、得意だなど、子 どもさんひ とりひ とり

違います。絵が得意 。芸術が得意だとか、不得意だとか、自分の得意な分野は一つ一

つ、皆さんあると思います。
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◎平間会長

それは、強みとい うより個性ではないですか。強み高みを目指す とい うのは、自分

が人よりも勝っているとい うような表現をす るときに使 うのですが、個性 とい うのは、

自分なりに好き、嫌い とい う先天的なものも入つてくると思 うのですけれ ど、その子

に強みが無かつた ら大変だなと思いました。私は無いですけど。強み とい う表現は、

何か自信たつぷ りの言い方だなと感 じますが、その辺は、皆さんで共通理解を図つた

とい うことですか。

■教育総務課

これにつきましては、計画を策定するにあたり、外部の委員の方とも意見交換させ

ていただきまして、個性というより、やはり強みを伸ばすという考え方が、これから

はいいのではというようなご意見でありました。

◎平間会長

もう一点、まごころのということの「至誠」とあり、大変良いと思いました、二宮

仕法尊徳仕法で、至誠、勤労、分度、推譲という、これらは各学校に資料を配布して

いると思います。これの指導というのを最近あまり聞こえてこないのですけど、各学

校に、貼つているところもありますが、教育委員会では、二宮仕法尊徳仕法について

どのような紺応をしているのでしょうか。

■教育総務課

今、会長がおつしやつたように、学校の体育館や、教室などに貼つてあつたり、学

校ごとにいろんな取り組みをしています。全市統一的には、三宮尊徳の報徳仕法の副

読本を全部の小学4年生に配つており、道徳の時間にそれを使ってその方たちの偉業

とか取り組んできたこととか、そういつたことを市としては、大事に教えているとこ

ろでございます。

◎鈴木委員

報徳の話が出たので、ちょつとお話 したい と思います。ご承知のように、報徳サ ミ

ッ トが毎年あ ります。昨年は、相馬市で行われました。最後に首長 さんたちのパネ

ルディスカッシ ョンが行なわれましたが、参加 していないのは南相馬市だけで した。

今年は山梨か静岡の方で開催 されるそ うですが、そろそろ終わ りではないかとのは

なしがあります。去年はバスをチャーター しま したが、今年は前回の参加者に姑 し

て案内や、今年はこ うい う事情で個人参加 に しますよ、とい う案内す ら無いです。

あとは二宮尊徳 とい うのは、南相馬市に一度 も来たことがないです。それはご承知

だと思います。実際に、この二宮仕法をここに普及 した方は、富田高慶です。富田

高慶の家は、武山家住宅の様に保存がされず、既に取 り壊 されています。市 として、

三つの基本姿勢 と言われていますが、二宮精神を受け継いで、市の発展のためにこ

れを生かそ うとする姿勢が見 られません。確かに、思いや りがあつて、コロナの時

に二宮尊徳像にマスクをかけてくれた人は、いますが、私に言わせれば、茶化 しで

す。本当に二宮精神、あの天明の飢饉な どを救つたものを大切に無存 して、その精

神を受け継 ぐとい う姿勢がないと。少子高齢化ばか りで、全国どこでも移住定住政

策を行つています。そ うではなくて、本 当に何が大切かとい うと、学習、勉強、教

育が一番です。教育が しっか りしていない といけません。福社だろ うと何だろうと
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全てが教育に由来するわけです。だから教育をもつと頑張つてほしいと、二宮尊徳
に代わって言いたいと思います。

■教育総務課

鈴木委員からお話しいただいたように、小さいうちから教育で、二宮尊徳の考え

や教えに触れることは大変重要で、私どもへの応援と捉え、励みにしたいと思いま

す。

◎平間会長

15ページの取 り組み方針の後、地域の状況に応 じた市内小中学校の適正化を推

進するとあります。小学校問題で、かなり話をしたと思 うのですが。ここに大事な

ことが書いてあります。今後、鹿島区、原町区の小学校についても適正化に向けた

検討を進めている。そ うします と、その下の課題のところで、今後も保護者や地域

との合意形成を図るため、丁寧な協議を行い学校の適正化に取 り組む必要があると

い うことです。ここの部分が大事なんだと思います。やはり地域 との合意形成無 し

で、検討委員会で決まったとか、そ うい うことではいけないと思います。私が聞い

た話など地域の人で知 らない人もいるのです。人沢小学校の件は鹿島の方に聞きま

したが、話が進んでいて来年の 4月 から統合 とは知 らなかったとい う方もいます。

地域の人全員 とはいかないまでも、ほぼ 8割 くらいの人が認知 した上で、学校統合

とい うのは進められるべきだと思います。今後、鹿島区は鹿島小学校以外は上真野

しか残つてないのですが、原町区もこうい う形で進んでいかないよう、地域 との丁

寧な合意形成が必要ではないかと思います。その手順 とか指針を協議会でもつてい

ないとだめです。ただ場当た り的に子どもの人数が減ったからとい うのは、それで

は納得いかないと思います。やは り、地域の学校を無 くすことについては、地域 と

の合意形成には、手順 とか方針を持って臨まなくてはいけないと思います。この件
についてはどうで しょうか。

■教育総務課

会長のおっしゃる通 りだと思います。ただ単に学校の小規模化が進んだので統合

するとい うことではなく、学校はその地域のよりどころとして、シンボル としてあ

り続けてきたところですので、学校の今後のあり方、子 どもたちにとつてどんな関

係が一番いいのかとい うのを、地域の皆様 と話 し合い、ご意見を聞きながら合意形

成を図ることに重きを置 くべきだとい うことを教育委員会でも認識 してお りますの

で、担当課 とも共有 し取 り組んで参 りたいと思ってお ります。

◎村上委員

資料の 57ページに、文化遺産ですが、文化遺産サポーターの活動促進があ りま

すが 1週間くらい前の新聞にそ うい うサポーターを育成 して、南相馬市は 200近
くの文化財があって、県内でも有数な文化財の数だとい うことです。数字 目標など

なかなか言えないですが、現状 とか将来像 とかあれば、教えてください。

■教育委総務課

文化遺産サポーターの人数についてですが、そちらについては、今回の成果指標
で何人を目指す とい うことは、盛 り込んでお りませんでした。文化遺産に関しては
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資料の 66ページに記載の通 りです。ただ、委員の方からありましたように、奥州

相馬氏下向 700年 を今年度迎えまして、文化遺産サポーター市民の方たちに、バ

スツアーや、その他、文化遺産の案内など、非常に熱心にご活躍いただいてお り、

そ して楽 しんでいただいていると思いますので、そ ういつた活躍の場をどんどん広

げていきたいです。担当課では数値目標は載せで彰:ヽ ないですが、.市民の皆さんのご

協力を得ながらやっていきたいと考えております。  _!

◇議長

その他、ご意見ご質問がなければ、以上で報告事項⑥ 「南相馬市第二次教育振興基

本計画 (素案)に係るパブリックコメント手続の実施について」を終わります。

次に「第4 その他」に移ります。

4 その他

◇議長

次に次第 4のその他の (1)先進地視察研修について、事務局からお願いします。

■事務局

(説 明)

◇議長

只今の説明に関して、何かご意見ご質問等があればお願い致します。

なければ、次にその他 (2)次回の開催 日程について事務局からお願いします。

■事務局

次回の地域協議会については、臨時で 12月 18日 (月 )午前 10時 00分か

ら原町保健センター 2階会議室で開催予定、開催 日が近づいたら改めて事務局か

ら案内を書面で送る。

◇議長

その他なければ、以上で本日の地域協議会の日程は全て終了いたします。

5 閉会                          午後 3時 40分終了

■原町区地域振興課長

以上をもちまして、第 7回原町区地域協議会を閉会といたします。ありがとうご

ざいました。

23



会長

以上のとお り相違ありません。

会議録署名人

ホ
会議録署名人

旅 承 ヒgチ

ポ堪峻M

ヽ
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